
※１
市バ ス 購 入 費 の 予 定 価 格が
２千万 円 以 上の 動 産 の 買 い
入 れ に 該 当するため 議 会 の
議 決 が 必 要 となりま す。

委員会審査結果報告
令和６年９ 月 定 例 会 中 に 開 催 さ れ た 、
各 常 任 委 員 会 の 審 査・活 動 報 告 で す。
嘉 麻 市 の 常 任 委 員 会 と は 、
下 記３ 委 員 会 の ことで す。

● 総 務 財 政 委 員 会
● 民 生 文 教 委 員 会
● 産 業 建 設 委 員 会

委員
北冨 敬三

民生文教委員会

委員長
石原 浩二

副委員長
畠中 博文

委員
中嶋 時夫

委員長
藤  伸一

委員
山本 真之

委員
出水 貴之

副委員長
新井 聖次

委員
吉永 雪男

産業建設委員会
委員
田上 孝樹 委員

中嶋 廣東

委員
岩永 利勝

委員
佐伯 憲子

委員
田中 義幸

総務財政委員会
バリアフリー対応バス導入

学童保育所に延長保育導入

早 期 に 企 業 誘 致 整 備 を

９
月
定
例
会
で
の

　
　  

委
員
会
付
託
議
案
な
し

委員長
廣方　悟

副委員長
豊田 一元

物
品
購
入
契
約
の
締
結

　
　（市
バ
ス
購
入
）

　
現
在
使
用
し
て
い
る
市

バ
ス
の
老
朽
化
が
進
み
、故

障
な
ど
ト
ラ
ブ
ル
が
増
え
て

き
ま
し
た
。

　
円
滑
な
バ
ス
運
行
を
維
持

す
る
た
め
の
車
椅
子
対
応

ノ
ン
ス
テ
ッ
プ
バ
ス
４
台
の

購
入
に
つ
い
て
、９
千
５
５
１

万
６
千
６
０
８
円
で
仮
契
約

を
行
う
た
め
、議
会
の
議
決

に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産

の
取
得
又
は
、処
分
関
す
る

条
例
第
３
条（※

１
）に
基
づ

き
提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
執
行
部
か
ら
車
両
の
選
定

に
つ
い
て
運
行
ル
ー
ト
の
道

路
状
況
や
走
行
距
離
を
踏
ま

え
て
、Ｅ
Ｖ
車
に
つ
い
て
は

航
続
距
離
や
充
電
施
設
の
整

備
等
の
課
題
が
あ
る
こ
と
か

ら
現
状
で
の
導
入
は
難
し
い

と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

下
山
田
地
区（
吉
庵
）事
業

用
地
及
び
老
朽
市
営
住
宅

の
現
地
視
察

　
下
山
田
地
区（
吉
庵
）事
業

用
地
の
現
状
を
確
認
し
、企
業

誘
致
の
可
能
性
や
事
前
調
査

の
必
要
性
を
確
認
し
ま
し
た
。

　
上
山
田
地
区
本
町
団
地
は
、

施
設
の
老
朽
化
に
よ
り
、居

住
者
は
全
員
退
去
し
て
い
る
。

建
物
や
周
辺
の
状
況
や
今
後

の
対
応
に
つ
い
て
、説
明
を

受
け
ま
し
た
。

【
主
な
質
疑
応
答
】

質
　
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト

ラ
ル
宣
言
に
基
づ
い
て
、路

線
を
見
直
し
、走
行
距
離
を

減
ら
す
な
ど
今
後
の
見
通

し
は
。

答
　
Ｅ
Ｖ
車
の
特
徴
と
し
て

バ
ッ
テ
リ
ー
の
消
耗
が
激

し
く
、バ
ス
の
よ
う
な
車
両

の
運
行
で
は
あ
ま
り
実
績

が
な
い
。路
線
に
つ
い
て
は

随
時
見
直
し
を
行
っ
て
い

る
が
、次
回
更
新
の
タ
イ
ミ

ン
グ
で
は
Ｅ
Ｖ
車
の
導
入

も
検
討
す
る
。

　

※

審
査
の
結
果
、全
会
一
致

で
可
決
し
ま
し
た
。

※

本
会
議
で
は
、全
会
一
致

で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

実
施
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　
保
護
者
の
子
育
て
と
就
労

の
両
立
支
援
と
し
て
、学
童

保
育
所
に
延
長
保
育
を
導
入

す
る
こ
と
に
伴
い
、提
案
さ

れ
た
も
の
で
す
。

　
執
行
部
よ
り
現
在
午
後

６
時
ま
で
の
保
育
と
な
っ

て
い
る
が
、令
和
７
年
４
月

よ
り
午
後
７
時
ま
で
１
時

間
の
延
長
保
育
を
導
入
す

る
予
定
で
あ
る
。こ
れ
に
伴

い
、受
益
者
負
担
の
原
則
に

則
り
、午
後
６
時
を
超
え
て

学
童
保
育
所
を
延
長
利
用

し
た
場
合
は
、児
童
１
人
あ

た
り
日
額
１
０
０
円
の
延

長
料
金
を
徴
収
す
る
。ま
た
、

保
護
者
の
経
済
的
負
担
を

軽
減
す
る
た
め
、延
長
利
用

料
の
上
限
は
月
１
，５
０
０

円
を
上
限
と
す
る
と
の
説

明
が
あ
り
ま
し
た
。

【
主
な
質
疑
】

質
　
２
人
目・３
人
目
の
延
長

利
用
料
は
、通
常
の
利
用
料

の
よ
う
に
半
額・無
料
と
な
る

の
か
。

答
　
２
人
目
・
３
人
目
も
１

人
目
と
同
様
に
１
人
あ
た
り

日
額
１
０
０
円
を
徴
収
す
る
。

質
　
市
民
税
非
課
税
世
帯

な
ど
減
免
制
度
対
象
世
帯

も
同
額
の
延
長
利
用
料
な

の
か
。

答
　
延
長
利
用
料
の
減
免

措
置
は
設
け
て
い
な
い
。

※

審
査
の
結
果
、全
会
一
致

で
可
決
し
ま
し
た
。

※

本
会
議
で
は
、全
会
一
致

で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

下
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庵
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事
業
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地

上
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田
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区
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